
一時滞在施設の確保に関するワーキンググループについて 

 

○趣旨・目的 

 首都直下地震が発生した場合、都心部では大量の帰宅困難者が発生すると想定され

る。これら帰宅困難者を受け入れる施設として公的施設・民間施設を問わず一時滞在

施設の指定を推進しているところであるが、特に民間事業者が保有する施設の一時滞

在施設の管理責任については統一的な考え方が示されていない。このため、これらの

責任の範囲等を関係機関間で明らかにして共有し、民間事業者による一時滞在施設の

確保の促進を図ることを目的として、本ワーキンググループを設置するものである。 
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○検討スケジュール 

 第１回会合 平成２５年６月２７日（木）１３時００分～１５時００分まで 
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